










津市告示第２０８号 

 下記の者の平成２２年度市民税・県民税納税通知書は、住所居所不明等のた

め送達することができないので、地方税法第２０条の２により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部市民税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２２年８月１３日        

 津市長 松 田 直 久    
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津市告示第２０９号 

 下記の者の平成２２年度後期高齢者医療保険料額決定通知書及び後期高齢者

医療保険料納入通知書は、住所居所不明等のため送達することができないので、

高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条により準用する地方税法第２０条

の２の規定により公示送達する。                     

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部医療助成室で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。       

  平成２２年８月１３日                       

                      津市長 松 田 直 久   
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津市選挙管理委員会告示第６６号

 平成２２年８月１２日執行の白山町土地改良区総代会総代選挙における選挙

長及び選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務を代

理すべき者を次のとおり選任したので、土地改良法施行令（昭和２４年政令第

２９５号）第８条第７項の規定により告示する。 

  平成２２年８月５日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次

１ 選挙長 

住     所 氏  名

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 岡田 利彦 

２ 選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務を代理

すべき者 

住     所 氏  名

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 植松 宣央 



津市選挙管理委員会告示第６７号

 平成２２年８月１２日執行の白山町土地改良区総代会総代選挙における選挙

立会人を次のとおり選任したので、土地改良法施行令（昭和２４年政令第２９

５号）第８条第７項の規定により告示する。 

  平成２２年８月５日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 坂 口 賢 次

  選挙立会人

住     所 氏  名

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 竹田 八 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 西田 稔 


















